
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する 

特定電気通信役務の基準料金指数の設定について 
 

１．背景  

 

総務大臣は、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２１条に基づき、特定電気通信役務に関する料

金について、その種別ごとに能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、

通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数により設定し、その料金指数を基準料金指数

として、その適用する日の９０日前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知するこ

ととしている。 

基準料金指数は、電気通信事業法施行規則（以下「規則」という。）第１９条の５第１項に定める次式により

算定することとし、同条第２項に基づき適用期間は毎年１０月１日から１年としている。 

 

 

 

生産性向上見込率（以下「Ｘ値」という。）は、同条第４項に基づき３年ごとに現在の生産性に基づく将来原

価及び今後の生産性向上を見込んだ将来原価から算定することとしている。現在のＸ値の有効期間は平成 

２７年９月末までであることから、平成２７年１０月から平成３０年９月末の間で適用する次期Ｘ値を新たに算定

する必要がある。 

次期Ｘ値の算定に当たっては、総務省において平成２７年２月より「プライスキャップの運用に関する研究

会」（座長：辻正次 兵庫県立大学教授）を計３回開催し、Ｘ値の考え方について整理を行った。 

 

２．諮問事項  

 

特定電気通信役務を提供する東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下、「ＮＴＴ東

西」という。）に対して平成２７年１０月から適用する基準料金指数を以下のとおり設定することについて、情報

通信行政・郵政行政審議会に諮問を行ったものである。 

 

区分（バスケット） Ｈ２６．１０～Ｈ２７．９ Ｈ２７．１０～Ｈ２８．９ 

音声伝送バスケット※１ ９２.７ ９４．８ 

 加入者回線サブバスケット※２ １００ １０２．３ 

 

※１･･･ 規則第１９条の４第１号に定められる電気通信役務の種別。具体的には、ＮＴＴ東西が設定する加入電話・ＩＳＤＮの基本

料・通話料等、公衆電話の通話料等を指す。 

※２･･･ 規則第１９条の４第２号に定められる電気通信役務の種別。具体的には、ＮＴＴ東西が設定する加入電話・ＩＳＤＮの基本

料・施設設置負担金を指す。 

基準料金指数 ＝ 前適用期間の基準料金指数×（１＋消費者物価指数変動率－生産性向上見込率＋外生的要因）
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